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拝啓 
去る 3月 17日、フィリピンにお越し頂きＴＭＰＣＷＡとの面談をアレンジして下さったこ
と有難うございました。 
 
すべての利害関係者（ステークホルダー）との協議の結果として、かつ当社およびその従

業員の最善の利益ならびに解雇された労働者達とその家族の生活に留意しつつ、私は、Ｉ

ＭＦの支援のもとにＴＭＰＣＷＡより要求のあった解雇された労働者達の原職復帰の可能

性にかんするトヨタ・モーター・フィリピン・コーポレイション（ＴＭＰ）の最終的立場

を貴殿にお知らせしたいと思います。 
 
当社は、3月 17日の面談の際貴殿よりご説明のあった貴方の立場については理解しており
ます。その面談の際提起された諸点に関する当社自身の立場について検討を致しました。

結論として、当社の立場は貴方のそれよりも著しく異なるものです。 
 
基本原則として、ＴＭＰはフィリピンにおいて操業しているものであり、この国の法律に

服しているものです。したがって、ＴＭＰは現地の法律を尊重しなければなりません。次

には当社の従業員は会社の規則に従わなければなりません。これは、会社が安定かつ健康

な企業として適正に操業し、それによって雇用と経済の発展に前向きに貢献していくこと

が出来るようになるために、必要なことであります。 
 
このことを背景に置いてみたとき、2001年 2月 22－23日における当該従業員達の集団職
場離脱は、当社規則に対する明白な違反であったわけです。ＴＭＰは、ＴＭＰＣＷＡが労

働関係局における釈明審問に、同審問において組合を代表するＴＭＰＣＷＡのメンバーが

承認された離席によって出席すべきことは受入れました。しかしながら、意図的に無許可

の集団離席を行った者達の職場離脱は是認されるものではありませんでした。彼等の行為
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は、国家労働関係委員会（ＮＬＲＣ）および高等裁判所（ＣＡ）から、2日間にわたる生産
ストップとＴＭＰに対する大きな損害を引き起こした「違法スト」であると宣告されてい

ます。ＩＬＯ自身もこの事実を認識しております。要約するならば、当該従業員達はフィ

リピン労働法とＴＭＰ行動規範に基づき有効に解雇されたのであります。 
 
解雇の手続に関しては、当社は適正な手順を踏んだと確信しております。当社は予め注意

メモを発行するとともに、無許可職場離脱を行ったとされた者一人ひとりに対して、各自

の会社規則違反の釈明をする機会を 4度も与えました。慎重な調査を行った上ではじめて、
2日間にわたる職場離脱をした者達に対して解雇を実行したのです。1日しか離脱しなかっ
た者については、当社は処罰を出勤停止に減じました。 
 
解雇はＮＬＲＣおよびＣＡのいずれによっても支持されましたが、現在最終判決を求めて

最高裁判所（ＳＣ）に係属しています。ＴＭＰは、解雇された労働者達が原職復帰される

べきか否かにかんしては、ＳＣの決定を尊重していきます。 
 
この書簡において当社が行う最終提案は、以上ご説明したことの背景に基づいてなすもの

です。5年前に解雇され財政的な困難にあると思われるＴＭＰＣＷＡのメンバー達を救助す
ることにその趣旨が置かれています。提案の基本構造は、3月 17日の面談において当社が
提出したものと同じです。具体的には、ＮＬＲＣの決定が出された日（2001年 8月 23日）
現在における月給掛ける勤続年数の 150％を支払います。加えて、ＴＭＰ訓練制度の受容能
力と時期の面での制約があることを条件としますが、解雇された労働者達に専門技能者レ

ベルに達するまでトヨタ機械工訓練を受講させるという、当社の従前からの提案が生きて

いることを確認します。さらに、労働者が標準トヨタ認定試験に合格したときは、当社は

その者を国内または海外の技能者を必要としている会社に紹介します。自動車機械工は良

い給料が得られ、特に海外では常に大きな需要がありますから、この訓練は労働者が生活

を確保するのを可能にするでしょう。 
 
この提案は、ＳＣに係属中の解雇事件裁判を損なわないということで提示しているもので

す。この提案が受諾可能でしたら、当社は、後日実施方法およびその他の細目について話

し合いたいと思います。 
 
当社の提案は、人道的な理由から提示しているものですが、解雇された労働者達をその家

族の長期的雇用の可能性と財政的安定に向けた最善かつ最適の道です。この提案は、可能

な限り多くの解雇された労働者を、可能な限り早急に救助するものになるであろうと信じ

ます。この提案は、フィリピンの法律の精神と文言に従うものであるとともに、この国の

司法および行政当局の管轄権を尊重するものでもあります。同時に、この提案はまた、Ｉ
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ＭＦがＴＭＰＣＷＡ支援を決定した際の原点になっていると理解させて頂いているところ

の、ＩＬＯの諸勧告にも完全に沿っているものです。 
 
私は、ＩＭＦが、この当社の最終提案に対するＴＭＰＣＷＡおよびそのメンバー各自の回

答をご確認の上ＴＭＰ宛てご連絡頂けるものと、信頼致します。 
 
最後に、本件にかんする 2点の重要な側面を指摘しておきたいと思います。 
 
第一に、ＩＬＯ勧告についてです。ＩＬＯは、その勧告の一つとして、「原職復帰」あるい

はそれが「可能でないときは適当な補償」と述べております。慎重な検討の結果、ＴＭＰ

は、原職復帰は実行不可能であるとの結論に至りました。したがって、当社はＩＬＯの勧

告する代替案を提案いたしました。ＴＭＰＣＷＡとＩＭＦがこの代替案を受諾されないの

であれば、ＴＭＰＣＷＡとＩＭＦの立場はこの具体的なＩＬＯの勧告には沿わないことに

なるでしょう。 
 
第二に、司法および行政当局に対する敬意の問題についてです。先にも述べたとおり、Ｔ

ＭＰはフィリピンの司法および行政当局の決定や命令に服しております。もしもＴＭＰＣ

ＷＡとＩＭＦが当該当局が解雇を支持した後においてもなお、解雇された労働者達の原職

復帰を追求するというのであれば、ＴＭＰＣＷＡとＩＭＦは、この国において責任を有す

る司法および行政当局に盾突くことになるでしょう。 
 
ＴＭＰＣＷＡがＴＭＰの最終提案についてさらに話し合いたいと考えるかどうか、お聞か

せ下さい。私は、関係者すべてにとって受入れられる場所において、都合の良い日に、貴

殿およびクベロ氏と面談する用意があります。 
 
当社は、ＩＭＦが以上すべてについて慎重に検討された上で進まれるものと、心から希望

いたします。貴殿のご回答をお待ちします。 
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